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清水中学校いじめ防止基本方針 

松本市立清水中学校 

 

はじめに 

文部科学省は、いじめの定義について「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍して

いる等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものも含む）であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身

の苦痛を感じているもの」とし、起こった場所は学校の内外を問わないとしている。そこで、「いじめ

防止対策推進法」（以下「法」という）第 13条第１項の規定に基づき、保護者や学校関係者等との連携

を図りつつ、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、「いじめ防止基本

方針」を制定する。この基本方針に基づき、学校全体でいじめの防止及び早期発見に努めるとともに、

生徒がいじめを受けていると思われる時は、適切かつ迅速に対処し、その解決に取り組む。 

 

１ いじめに対する基本姿勢 

「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもつこと 

「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」という危機意識をもつこと 

「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと 

本校ではこの３つの考え方を基本に、家庭・地域等と連携を図りながら生徒の実態に応じた取組を

推進する。また、市教委や関係機関等と連携し、「いじめ防止」「いじめの早期発見」「いじめへの対

処」を適切に行う。 

（1）学校としての取組 

・いじめは人間として絶対に許されない行為であり、はやしたてたり傍観したりする行為も加害行

為と同様に許されないという認識を、学校全体で強く共有する。 

・教師がいじめ問題の重要性を正しく認識するとともに教育相談の充実を図ることで、生徒のわず

かなサインも見逃さないようにする。 

・人権旬間等を通じて豊かな人権感覚を育むとともに、全教育活動における積極的な指導を展開する。 

・いじめの解決に向けて、いじめ対策委員会等を中心に全教職員が協力して継続的に取り組む。 

・必要に応じて、児童相談所・警察等との連携・協力体制を構築する。 

（2）教職員としての姿勢 

・生徒の話を最後まで傾聴し、不安や悩みを受け止め、粘り強く対応する。 

・生徒との信頼関係に基づいた授業を実践し、「自信」と「やる気」を引き出す指導を行う。 

・生徒一人ひとりが自己存在感を持てるよう、温かい人間関係を基盤とした学級づくりに努める。 

・道徳や学級活動の時間等を活用し、いじめの問題、命の大切さ、規範意識に関する題材を取り上

げ、いじめを許さない学級風土を育てる。 

・日頃から生徒一人ひとりの様子を観察し、小さな変化も見逃さないようアンテナを高く保ち、学

級全体の雰囲気にも注意を払う。 

・担任は開かれた学級経営を心がけ、問題を抱え込まず、他の教職員に協力を求めながら対応する。 

(3) いじめ対策委員会の設置 

「いじめ対策委員会」は常設の機関とし、構成メンバーは、「生徒指導主事、学年主任、特別支援

コーディネーター、養護教諭、教頭、校長、（清流 CS 委員長）」とし、学校が組織的にいじめの問

題に取り組むにあたって、中心となる役割を担う。 
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２ いじめ防止 

（1）基本的な考え方 

・いじめは、どの子どもにも起こりうるものであり、誰もが被害者にも加害者にもなり得る可能性

があることを踏まえ、全教職員が一丸となって未然防止に取り組む。 

・生徒同士、また生徒と教職員との間に信頼関係を築き、生徒が互いを認め合える人間関係や学校

風土を自ら創り出せるよう指導する。 

・教職員は、校内研修等を通じていじめの態様や特質についての理解を深めるとともに、生徒一人

ひとりをきめ細かく見守り、いじめの未然防止に努める。 

（2）いじめ防止のための措置 

① いじめに関する共通理解の促進 

・生徒、教職員および保護者が「いじめ防止基本方針」を理解し、「いじめは人間として絶対に許さ

れない」という意識を醸成する。 

・校内研修や職員会議を通じて、いじめの態様・背景・指導上の留意点等を周知し、教職員間の共

通理解を図る。 

② 道徳教育及び体験活動等の充実 

・教育活動全体を通じて、道徳教育や体験活動を充実させ、生徒の豊かな人間性と社会性を育む。 

・生徒会を中心に、生徒自身がいじめ防止・撲滅について考える活動を推進する。 

・生徒一人ひとりが活躍し、他者の役に立っていると実感できる機会を意図的に提供する。 

③ いじめを生まない環境づくり 

・学級・学年・部活動等の人間関係を把握し、誰もが安心して過ごせる集団づくりに努める。 

・教職員の不適切な言動で生徒を傷つけたり、いじめを助長したりすることがないよう配慮する。 

・発達障害等について適切に理解したうえで、個に応じた指導を行う。 

   

３ いじめの早期発見 

（1）基本的な考え方 

・いじめは、大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われた

りする等、気付きにくい形で発生することを共通理解する。 

・日常的な観察と関わりを通じて、些細な兆候も見逃さず「いじめではないか」という視点をもち、

いじめの兆候を隠したり軽視したりすることなく、複数の教職員で関わり、積極的に認知する。 

（2）いじめ早期発見のための取組 

① 相談体制の整備 

・生徒および保護者が安心していじめに関する相談が行えるよう、校内に「いじめ相談窓口」を設

置する。窓口には教頭、生徒指導主事、養護教諭、スクールカウンセラー等が対応する。 

・生徒、保護者および教職員等から、いじめの疑いに関する通報や相談があった場合には、「いじめ

対策委員会」を中心に速やかに事実確認を行い、早期の解決を図る。 

・相談電話について周知を図り、外部相談機関の活用を促す。 

② 定期的な調査等の実施 

・２か月おきに「いじめ・体罰調査」を行い、訴えのあった生徒と担任や学年職員が個別に面談す

る定期的な調査を実施する。 

・生徒対象の無記名アンケート調査を、市の調査に準じて実施し、結果は市へ報告する。 

・学級担任による個人面談を通じて、生徒の声に耳を傾け、悩みや不安を把握する。 

・Q-Uの結果や生活記録等を活用し、生徒の変化や悩みの兆候を見逃さず、支援につなげる。 
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４ いじめへの対処 

（1）基本的な考え方 

・発見や通報等によっていじめと思われる言動を認知した場合には、特定の教職員で抱え込むこと

なく、速やかに管理職へ報告し、学校組織として対応する。 

・被害生徒の安全と安心を最優先に守り通すとともに、加害生徒に対しては毅然とした態度で指導

を行い、再発防止に努める。 

・全教職員の共通理解のもと、保護者の協力を得ながら必要に応じて関係機関と連携し対応するを

図る。 

（2）いじめの発見・通報を受けたときの対応 

・遊びや悪ふざけ等、いじめと疑われる行為を発見した場合、すぐにその行為を止める。 

・生徒や保護者等から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合は、真摯に傾聴する。 

・必要に応じて、アンケートの使用や聴き取り調査等により、事実確認を行う。 

・発見・通報を受けた教職員は管理職および生徒指導主事に報告し、いじめ対策委員会で情報共有する。 

・速やかに関係生徒から事情を聴き取り、いじめの事実を確認する。 

(3) いじめがあったことが確認された事案への対応 

① いじめを受けた生徒および保護者への対応 

・生徒からの聴き取りやアンケートを丁寧に行い、事実関係を把握する。また、聴き取りやアンケ

ート等により判明した情報は、速やかに保護者へ報告し、即日対応を原則する。 

・必要に応じて、接触させない等の物理的距離を取ること、安心して学習に取り組むことができる

よう、必要に応じて別室での学習を提案する。 

・状況に応じて、養護教諭、スクールカウンセラー等の協力を得ながら、適切な支援を行う。 

・謝罪や事後の行動観察の結果、いじめが解消されたと判断（いじめが止んで３カ月以上継続）さ

れる場合でも、一定期間の継続的な見守りを行い、再発防止に努める。 

② いじめた生徒への指導又はその保護者への助言 

・生徒からの聴き取りを丁寧に行い、事実関係を把握する。また、聴き取った内容は、保護者へ連

絡し、事実に対する理解を得るよう努める。 

・いじめとして認知された場合には、学校組織として速やかに対応する。 

・いじめた生徒に反省が見られない、危害の恐れがある場合は「別室指導」も校長裁量で進言する。 

・謝罪については、被害生徒が真に望んでおり、加害生徒が心から反省している場合のみ実施する。 

（4）SNS・ネットトラブルへの対応 

・不適切な書き込み等については、拡散を防ぐため、直ちに削除のための措置をとる。 

・生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがある場合は、直ちに松本警察署（生活

安全課）に通報し、適切な支援を求める。 

・情報モラル教育の推進と保護者への啓発活動を行う。 

（5）いじめ重大事態への対処（法第 28条） 

・生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある場合や、学校を相当の期間欠席（目

安：年間 30 日以上）することを余儀なくされている等、いじめ防止対策推進法に規定される重

大事態が発生した際には、速やかに「いじめ緊急調査会議」を設置する。 

・校長を座長とし、いじめ対策委員のメンバーを中心に構成する。 

・いじめ緊急調査会議による調査を行う際には、いじめを受けた生徒および保護者に対して、事実

関係等の情報を適切に提供する。生徒および保護者から申立てがあった場合には、真摯に対応する。 

・いじめ重大事態が発生した場合は直ちに市教育委員会へ報告し、協力して重大事態へ対応する。 


